
『こども六法』訂正表 

 

 

 お陰様で『こども六法』は沢山の方々に手に取って頂き、また法律・子どもと向き合っておら

れる方々から有意義で建設的なご意見をお寄せ頂いております。『こども六法』はお寄せいただ

いたご意見の一つ一つを丁寧に精査し、重版に際して反映させて頂いております。以下に、これ

までに頂いたご意見と主要な修正点、解説をお知らせいたします。『こども六法』をより良い本

とするために丁寧なご意見をお寄せ頂いた皆様に厚く御礼申し上げます。 

本書を、正確さとわかりやすさのバランスを真にこどものために追求した本としてブラッシュ

アップしていくため、引き続きの温かいご支援、ご意見を賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

【2020 年 5 月 23日更新】 

●99頁 

コラム「悪いことをした子どもを反省させる施設」 

2行目 「児童養護施設」を削除 

（14刷より訂正済） 

 

解説： 

当初児童養護施設を「悪いことをした子どもを反省させる施設」の一つとして掲載しておりまし

たが、児童養護施設は矯正施設ではなく、保護者がいない児童や虐待を受けている児童を保護す

るための施設であるため、不適切であるとのご指摘を頂きました。こちらはご指摘の通りですの

で訂正させて頂きました。根拠条文は下記児童福祉法第 41条です。 

 

児童福祉法第 41条 

児童養護施設は、保護者のない児童（乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理

由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。）、虐待されている児

童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相

談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。 

 

●30頁 

イラスト内のセリフ 

「ボク、なァ～んにもしてないです」を「ボク、なァ～んにもしらないです」に訂正 

（15刷より訂正済） 

 



解説： 

こちらは「偽証罪」の関連イラストとして掲載しておりますが、偽証罪は被告人に対しては成立

せず、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をした場合に成立する罪であるとご指摘を頂きました。こ

ちらはご指摘の通りですので、指摘内容を踏まえてタヌキ君のセリフを修正させて頂きました。 

 

●31頁 

コラム「疑わしきは被告人の利益に」 

2行目 「絶対にこの人だ」を「確実にこの人だ」に訂正 

（16刷より訂正済） 

 

解説： 

こちらはこども六法を通じて伝えようとしたメッセージに整合する表現ではありますが、最高裁

判所の判示に照らして厳密性を欠く旨のご指摘を頂きました。こちらは慎重に検討を重ねた結果、

当該修正は本書の「わかりやすさ」を損ねるものではなく、今後こども六法が法教育副教材とし

て一層広く活用されていくことを見据えて必要な修正であると考え、修正させて頂くこととしま

した。根拠判例は以下の通りです。 

 

最高裁昭和２３年８月５日判決 

「元来訴訟上の証明は，自然科学者の用いるような実験に基づくいわゆる論理的証明ではなくし

て，いわゆる歴史的証明である。論理的証明は『真実』そのものを目標とするに反し，歴史的証

明は『真実の高度な蓋然性』をもって満足する。言い換えれば，通常人なら誰でも疑いを差し挟

まない程度に真実らしいとの確信を得ることで証明ができたとするものである。」 

 

最高裁平成１９年１０月１６日判決 

「刑事裁判における有罪の認定に当たっては，合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が

必要である。ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは，反対事実が存在する疑いを

全く残さない場合をいうものではなく，抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いを

いれる余地があっても，健全な社会常識に照らして，その疑いに合理性がないと一般的に判断さ

れる場合には，有罪認定を可能とする趣旨である。」 


